
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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細長な挿入部の先端側に湾曲部と先端部とを有し、後端側に操作部を設けた内視鏡におい
て、
　前記操作部の中心軸付近における操作面上に設けた親指載置スペースと、
　前記親指載置スペースを境にして一方側に設けた前記湾曲部の湾曲操作を行う湾曲操作
装置と、
　前記親指載置スペースを境にして他方側である前記湾曲操作装置の位置とは反対側の位
置であって、その中心を前記操作部の中心軸と直交する前記湾曲操作装置の中心軸より上
方に設けて、複数のスイッチを円環状に配置したスイッチ群と、
　円環状にスイッチが配置された前記スイッチ群の外周側に前記操作部の操作面に対して
突出させて設けた壁部と、
　を備え、
　前記操作部を手の平と薬指及び小指とで把持した状態において、
　前記親指載置スペースは、親指が移動しない状態で置かれる位置に配置し、
　前記湾曲操作装置と前記スイッチ群とは、親指が移動した状態のとき該親指により操作
できる位置に配置したことを特徴とする内視鏡。　

前記スイッチ群は、前記円環状に配置した複数のスイッチの円環中央に、さらに中央スイ
ッチ部を設けたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。



【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、操作部に複数のスイッチからなるスイッチ群を設けた内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、細長の挿入部を有し、その先端部に照明手段及び観察手段を設けた内視鏡は医療用
分野及び工業用分野で広く用いられるようになった。特に軟性の挿入部を有する内視鏡で
は、挿入部を屈曲した体腔内等に円滑に挿入できるように、挿入部の先端側に湾曲部を設
け、挿入部の後端に設けられ、術者が把持する操作部に湾曲操作を行う湾曲操作装置とし
ての湾曲ノブ等を操作することによって、湾曲部を湾曲できる構成にしている。
【０００３】
また、撮像手段を備えた電子内視鏡では操作部には画像制御を行うために複数のスイッチ
が設けられており、これらの操作を片手で行い易くするために、特開平６－１４２０３０
号公報の内視鏡では複数のスイッチを群とし、操作部側面の挿入部中心軸近傍にそれらの
スイッチ群を設けている。
【０００４】
そして、各スイッチ面に複数の反射光検出部を位置させこれらの反射光検出部の３つ以上
が所定範囲の反射率の反射光を検出したときのみ、そのスイッチ面に割り当てられた操作
機能を動作させる限定反射形フォトリフレクタで作動させるようにしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、操作部を手の平と薬指、小指で把持すると、親指は自然状態では湾曲ノブ或いは
挿入部中心軸近傍にきてしまう。このため、湾曲ノブから親指を離すと、親指が誤ってス
イッチ群を形成するスイッチ面に触れしまい易く、誤作動させることがあった。
【０００６】
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前記スイッチ群は、前記円環状に配置されている各スイッチの境界に仕切を設けたことを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡。

前記スイッチ群は、前記円環状に配置されている各スイッチに、スイッチであることを示
す三角状の突起を設けたことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。

前記スイッチ群は、前記中央スイッチ部と円環状に配置した各スイッチとでは、前記中央
スイッチ部の方が高く設定されていることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。

前記湾曲操作装置は、湾曲ノブであり、この湾曲ノブは、前記操作部を手の平と薬指及び
小指とで把持した状態のとき、前記操作部に設けた前記親指載置スペースを境にして前記
薬指及び小指の指先が接する面で、かつ前記挿入部の中心軸に対し直交する軸を中心に回
動操作可能に設けられ、
　前記スイッチ群は、前記湾曲ノブが設けられている面に対して直交する面に設けられて
いることを特徴とする請求項１から５の何れか一つに記載の内視鏡。

前記湾曲操作装置は、湾曲スイッチ群であり、この湾曲スイッチ群は、前記操作部を手の
平と薬指及び小指とで把持した状態のとき、前記操作部に設けた前記親指載置スペースを
境にして前記薬指及び小指の指先が接する側で、かつ前記円環状のスイッチ群と同一面に
設けられていることを特徴とする請求項１から５の何れか一つに記載の内視鏡。

前記操作部は、液晶ディスプレイが着脱可能であることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。



（発明の目的）
本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、湾曲操作及びスイッチ操作を含めた片手
操作が行い易く、且つ湾曲操作装置から親指を離した場合、スイッチに触れて誤作動させ
ることがない内視鏡を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　

【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
図１ないし図１３は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態を備えた
内視鏡装置の全体構成を示し、図２は第１の実施の形態の内視鏡の操作部付近を把持部を
把持して操作する様子を示し、図２（Ａ）は把持部を把持して湾曲ノブを操作する様子を
示し、図２（Ｂ）は把持部を把持してスイッチ群を操作する様子を示し、図３は操作部に
おける湾曲ノブ及びスイッチ群付近を拡大して示し、図４はスイッチ群の内部構造を示し
、図５はスイッチ群をエンコード回路を介して接続した構成を示し、図６はエンコード回
路によるエンコードの具体例を示し、図７はエンコード回路の有無によりスイッチの数に
対する接点数等を示し、図８は操作部における折れ止め部材近傍の構造を示し、図９及び
図１０はそれぞれ図８のＡ－Ａ線及びＢ－Ｂ線断面を示し、図１１は図８において、ＬＣ
Ｄを接続する接続装置を接続した状態の構造を示し、図１２は図１１のＣ－Ｃ線断面を示
し、図１３は操作部上部のマイク取付部近傍の構造を示す。
【０００９】
図１に示すように内視鏡装置１は体腔内に挿入して診断等を行う内視鏡２と、この内視鏡
２に照明光を供給する光源装置３と、内視鏡２に内蔵された撮像手段に対する信号処理を
行う周辺装置としてのカメラコントロールユニット（以下、ＣＣＵと略記）４と、このＣ
ＣＵ４から出力される映像信号を表示するカラーモニタ５とから構成される。
【００１０】
内視鏡２は体腔内に挿入するための細長の挿入部６と、この挿入部６の後端に設けられた
操作部７と、この操作部７の側部から延出されたユニバーサルケーブル（少なくともライ
トガイドが挿通されるので、ライトガイドケーブルとも呼ぶ）８とを有し、このユニバー
サルケーブル８の末端には総合コネクタ（ライトガイドコネクタとも呼ぶ）９が設けられ
ており、この総合コネクタ９の前端に設けたライトガイド口金１１は光源装置３のコネク
タ受け１２に着脱自在で接続される。
【００１１】
また、この総合コネクタ９の電気コネクタ受けに信号ケーブル（ＣＣＵ接続ケーブルとも
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前記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡は、細長な挿入部の先端側に湾曲
部と先端部とを有し、後端側に操作部を設けた内視鏡において、
　前記操作部の中心軸付近における操作面上に設けた親指載置スペースと、
　前記親指載置スペースを境にして一方側に設けた前記湾曲部の湾曲操作を行う湾曲操作
装置と、
　前記親指載置スペースを境にして他方側である前記湾曲操作装置の位置とは反対側の位
置であって、その中心を前記操作部の中心軸と直交する前記湾曲操作装置の中心軸より上
方に設けて、複数のスイッチを円環状に配置したスイッチ群と、
　円環状にスイッチが配置された前記スイッチ群の外周側に前記操作部の操作面に対して
突出させて設けた壁部と、
　を備え、
　前記操作部を手の平と薬指及び小指とで把持した状態において、
　前記親指載置スペースは、親指が移動しない状態で置かれる位置に配置し、
　前記湾曲操作装置と前記スイッチ群とは、親指が移動した状態のとき該親指により操作
できる位置に配置している。



言う）１３の一方の電気コネクタが着脱自在で接続され、他方のＣＣＵ接続に用いる電気
コネクタ（ＣＣＵ接続コネクタとも言う）１４はＣＣＵ４の電気コネクタ受け（内視鏡接
続コネクタ受けとも言う）１５に着脱自在に接続される。
【００１２】
上記ライトガイド口金１１を光源装置３に接続することにより、光源装置３内の図示しな
いランプからの照明光がライトガイド口金１１の端面に供給され、ユニバーサルケーブル
８、操作部７、挿入部６内に挿通されたライトガイドにより照明光は伝送され、挿入部６
の先端部１６の照明窓に取り付けられた先端面から伝送された照明光が出射され、体腔内
の患部等の対象物側を照明する。
【００１３】
この照明窓に隣接して観察窓が設けられており、この観察窓に取り付けた対物レンズによ
り対象物の光学像をその焦点面に結ぶ。この焦点面には固体撮像素子として例えばＣＣＤ
（電荷結合素子）が配置されており、光学像を光電変換する。このＣＣＤは挿入部６内等
を挿通された信号ケーブルを介して総合コネクタ９の電気コネクタ受けに接続されている
。
【００１４】
そして、この電気コネクタ受けにＣＣＵ接続ケーブル１３の一方の電気コネクタを接続し
、さらに他方のＣＣＵ接続コネクタ１４をＣＣＵ４の内視鏡接続コネクタ受け１５と接続
することにより、ＣＣＵ４内の図示しないＣＣＤドライブ回路からドライブ信号がＣＣＤ
に印加され、光電変換された信号が読み出されてＣＣＵ４内の映像信号処理回路に入力さ
れ、標準的な映像信号が生成され、この映像信号はカラーモニタ５に入力され、カラーモ
ニタ５の表示面に対象物の像を表示する。
【００１５】
挿入部６はその先端に設けられた硬質の先端部１６と、この先端部１６の後端に設けられ
、湾曲自在の湾曲部１７と、この湾曲部１７の後端から操作部７の前端に至る可撓性（軟
性）の可撓部１８とからなる。
【００１６】
湾曲部１７は複数の湾曲駒を湾曲部１７の長手方向に回動自在に連結されて形成され、最
先端の湾曲駒或いは先端部１６に一端が固定された対の湾曲用ワイヤはその他端が操作部
７内に配置されたプーリ等に固定され、プーリの中心軸には湾曲ノブ２１の回動軸の基端
が取り付けられ、湾曲ノブ２１を回動する操作を行うことによって、対となる湾曲用ワイ
ヤの一方を牽引し（他方は弛緩される）各湾曲駒を回動させて湾曲部１７全体を湾曲でき
るようにしている。
【００１７】
操作部７はその前端側（つまり挿入部６側）に術者が把持する把持部２０が設けられ、そ
の後端側（或いは図２のように把持部２０を把持した場合には上側）には湾曲操作を行う
湾曲ノブ２１と、画像制御を行うための円環状スイッチ部２２及びその中央部の中央スイ
ッチ部２３とからなる（複数のスイッチを群にまとめた）円板形状のスイッチ群２４とが
設けられ、湾曲ノブ２１の反対側にユニバーサルケーブル８が延出されている。
【００１８】
本実施の形態では後述するように円環状スイッチ部２２は円環を複数に区分けして複数の
スイッチを形成し、この円環状スイッチ部２２の円環中央に設けた中央スイッチ部２３は
単数のスイッチで形成される。
【００１９】
湾曲ノブ２１は湾曲部１７を上下、左右にそれぞれ湾曲操作する上下湾曲ノブ３５及び左
右湾曲ノブ３６（図３参照）を備え、図２に示すように湾曲ノブ２１は挿入部６の中心軸
（より厳密には挿入部６を真っ直ぐにした状態での中心軸２５を操作部７側に延長したも
の）２５より操作部７の把持部２０を把持したときの手の平と反対側（正面側　小指側）
に対応する位置に設けている。
【００２０】
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また、挿入部６の中心軸２５より把持部２０を把持したときの手の平側（親指側）の側面
に対応する位置に複数のスイッチを寄せ集めたスイッチ群２４が配置されている。つまり
、スイッチ群２４は挿入部６の中心軸２５を挟んで湾曲ノブ２１の反対側の側面に配置さ
れている。
【００２１】
また、スイッチ群２４の中心は挿入部６の中心軸２５と直交する湾曲ノブ２１の中心軸２
６より上方（挿入部６と反対側）になるように配置されている。
【００２２】
そして、図２（Ａ）に示すように手の平と薬指２８ｄ、小指２８ｅで把持部２０を把持し
、湾曲ノブ２は把持部２０を把持した手の親指２８ａ、中指でそれらを回動させ、湾曲操
作を行うことができるようにしている。
【００２３】
なお、操作指となる親指２８ａの移動可能な範囲２９を図２（Ａ）の２点鎖線で示し、こ
の範囲２９はスイッチ群２４の各スイッチ全域を含むし、湾曲ノブ２１を親指２８ａで回
動操作するのに必要となる部分を含む。
【００２４】
湾曲操作を止め、親指２８ａを湾曲ノブ２１から外すと、自然状態では親指２８ａは挿入
部６の中心軸２５近傍（図２（Ｂ）の２点線位置）に来て、スイッチ群２４が配置された
位置に来ることはないように（スイッチ群２４を）配置している。
【００２５】
そして、スイッチ操作を行うには、図２（Ｂ）の実線で示すように親指２８ａをスイッチ
群２４側に移動させ、所望のスイッチを操作することができる。
【００２６】
従って、湾曲ノブ２１より親指２８ａ（又は人差し指）を離し、自然状態となってもスイ
ッチ群２４に触れて誤作動させてしまうことを防止或いは解消できる。
【００２７】
このように本実施の形態では、操作部７には把持部２０を把持した状態で、把持した手２
７の親指２８ａが自然状態で位置する中心軸２５の付近にはスイッチ群２４を誤作動しな
いようにその操作指となる親指２８ａを置くスペースを確保し、その両側に湾曲ノブ２１
とスイッチ群２４を配置していることが特徴となっている。
【００２８】
また、図１に示すように操作部７の前端及び挿入部６の基端の境界部分には折れ止めの機
能を備えた折れ止め部材３０が設けられ、この折れ止め部材３０と把持部２０の前端との
間にはＬＣＤ３１がＬＣＤ－三脚穴接続具３２を介して接続或いは取り付けられるように
した接続装置３３が取り付けられている。
【００２９】
また、操作部７の後端（或いは図２等に示すように上部）は湾曲ノブ２１よりも上側に突
出し、音声入力を行うためのマイク８５（図１３参照）を収納したマイク取付部３４が設
けられている。
【００３０】
図３は操作部７における湾曲ノブ２１及び円板状スイッチ２４付近を拡大して示し、図４
はスイッチ群２４の具体的な構造を示す。
図３に示すように挿入部６の中心軸２５と直交する方向に突出する湾曲ノブ２１は中心軸
２６の回りで回動自在であり、中心軸２５を挟むように湾曲ノブ２１と反対側には湾曲ノ
ブ２１の中心軸２６よりも少し後端寄りにその中心が位置するように円板状スイッチ群２
４が設けられている。換言すると、湾曲ノブ２１の中心軸２６はスイッチ群２４の中心よ
りも挿入部６側になるように配置されている。
【００３１】
湾曲ノブ２１は上下方向に湾曲する操作を行う上下湾曲ノブ３５と、左右方向に湾曲する
操作を行う左右湾曲ノブ３６を有し、湾曲ノブ２１を操作することにより湾曲部１７を上
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下、左右の任意の方向に湾曲することができる。
【００３２】
円板状スイッチ群２４は円環状スイッチ部２２と、このスイッチ部２２の円環中央に設け
られた中央スイッチ部２３とを有する。円環状スイッチ部２２はその周方向に複数（具体
的には４個）のスイッチが設けられている。
【００３３】
円環状スイッチ部２２における各スイッチの境界には各スイッチの区切りを示す凸状の仕
切４１が設けられ、隣接する仕切４１で区切られた各スイッチの中央にはスイッチである
ことを示す三角の突起４２が設けられている。
【００３４】
そして、突起４２と仕切４１により指で触っただけで各スイッチの位置を知ることができ
るようになっている。また、三角の突起４２部分を押圧することにより、スイッチ操作を
行うことができるようにしている。
【００３５】
円環状スイッチ部２２の各スイッチの具体例を説明すると、円環の上側部分にはメニュー
（図面表記はＭＥＮＵ）、円環の下側部分にはストア（図面表記はＳＴＲ）、円環の左側
にはズーム（図面表記はＺＭ）、円環の右側には明るさ調整（図面表記はＢＲＴ）、中心
には比較的使用頻度の高いフリーズ（図面表記はＦＲＺ）のスイッチがそれぞれ設けられ
ている。
【００３６】
図４に示すように操作部７の外装部材４３には円形の開口が設けられ、スイッチ群２４の
本体４４がスイッチ外周壁４５となるスイッチ固定リングによって螺合で取り付けられて
いる。
【００３７】
このスイッチ外周壁４５はその周囲の操作部７の外装部材４３の表面よりも外側に突出し
ている。また、スイッチ外周壁４５の突出する端面をその内側に２点鎖線で延長した高さ
から分かるように、突起４２、仕切４１を含む円環状スイッチ部２２及び中央スイッチ部
２３よりも高くなっている。
【００３８】
また、中央スイッチ部２３と円環状スイッチ部２２の隣接する部分の高さは中央スイッチ
部２３の方が高くなっており（図４ではｈだけ高い）、指で触っただけで中央スイッチ部
２３を認識できるようになっている。そのことで、使用頻度の高い中央スイッチ部２３の
操作性が高くなる。
【００３９】
円環状スイッチ部２２の表面は円環状で突起４２、仕切４１を形成する薄板４６で形成さ
れ、この薄板４６はその下のベース部材４７の上面に接着等の手段で取り付けられている
。
【００４０】
また、この薄板４６の外径は、端面を内周側に僅かに突出させたスイッチ外周壁４５の開
口より若干大きくなっており、塵埃がスイッチ外周壁４５の開口と薄板４６の間に侵入す
るのを防止している。
【００４１】
絶縁部材からなるベース部材４７には下方に延びる４本の突棒部４８（図４では２本のみ
図示されている）が設けてある。また、絶縁部材からなる中央スイッチ部２３にも下方に
延びる突棒部４９が設けてある。
【００４２】
これら突棒部４８、４９の下端付近にはシート状のシリコンゴム等の弾性を有するゴム部
材５０が本体４４に取り付けてあり、下方に突出する突棒部４８、４９に対応する位置に
突棒部４８、４９の直径より若干小さい穴が開いており、突棒部４８、４９が圧入等で差
し込まれ水密を確保している。
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また、その他の部材とも水密の接着が施されている。また、詳細は省くが、複数のＯリン
グを介挿し、スイッチ群２４近傍は水密が確保されている。
【００４３】
更に突棒部４８、４９の下方には若干の隙間を設けて、断面が中華鍋のように凸面形状に
なった変形可能な薄い導電性の金属板で形成された５個のダイアフラム５１（図４では３
個図示）がフレキシブル基板５２の上面に配置され、このフレキシブル基板５２にその下
に配置した硬い板５３の上に配置され、これらはその外周側を固定リング５４により板５
３の上の周縁に配置したＯリング５５側に押しつけるようにして本体４４に取り付けられ
ている。
【００４４】
フレキシブル基板５２は円環状スイッチ部２２や中央スイッチ部２３の各スイッチを押す
と突棒部４８、４９がダイアフラム５１の頂部を押圧により変形させ、その下のフレキシ
ブル基板５２に設けた離間した２接点に変形したダイアフラム５１が接触して通電状態と
なるようなパターン（回路）が形成されている。各スイッチを押すのを止めるとゴム部材
５０の弾性により図４の状態に復帰し、そのスイッチは非導通の状態に復帰するようにな
っている。
【００４５】
図２（Ａ）のように湾曲ノブ２１を操作している状態から或いは図２（Ｂ）の２点鎖線で
示すように湾曲ノブ２１及びスイッチ群２４を操作しない状態からスイッチを押す操作を
行うために、親指２８ａをスイッチ群２４の方に操作部７の外表面に沿って移動させると
、スイッチ群２４の周囲には突出するスイッチ外周壁４５があるので、触感でスイッチ群
２４の位置を知ることができる。次に親指２８ａを所望のスイッチの上面に移動させて三
角の突起４２部分を押すことにより、そのスイッチをＯＮすることができるようにしてい
る。
【００４６】
親指２８ａをスイッチ群２４の方に移動させる際、各スイッチよりも突出するスイッチ外
周壁４５が各スイッチの外周に設けてあるため、誤ってスイッチを押して誤作動すること
を防止できる。
【００４７】
なお、例えばスイッチ群２４の中心から湾曲ノブ２１の基端付近に沿うように親指２８ａ
を円滑に移動させることができるように両者の間の操作部７の外周面に触感で識別できる
ガイド部を設けるようにしても良い。そして、術者は親指２８ａをガイド部（例えばガイ
ド用凸部或いはガイド用溝部）に沿って移動することにより、スイッチ群２４から誤りな
く、湾曲ノブ２１の所定の位置に移動したり、逆に湾曲ノブ２１側から誤りなくスイッチ
群２４の所定の位置に移動したりできるようにしても良い。
【００４８】
図１で説明したように操作部７から延出されたユニバーサルケーブル８は、総合コネクタ
９からＣＣＵ接続ケーブル１３の端部の電気コネクタ１４をＣＣＵ４の電気コネクタ受け
１５に着脱自在で接続される。
【００４９】
図１に示すように本実施の形態ではこの総合コネクタ９内にはエンコード回路５７を内蔵
し、スイッチ群２４の各スイッチの出力をエンコードし、このエンコード出力はＣＣＵ接
続ケーブル１３を介して電気コネクタ１４の電気接点に接続されている。
つまり、図５に示すようにエンコード回路５７はスイッチ群２４とＣＣＵ接続コネクタ１
４に電気的に接続されている。
【００５０】
具体的な接続は以下の通りである。スイッチ群２４から電気ケーブルがユニバーサルケー
ブル８内を通り、エンコード回路５７に接続され、このエンコード回路５７とＣＣＵ接続
コネクタ１４の電気接点（ピン）とは電気ケーブルで接続されている。
【００５１】
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本実施の形態では５個のスイッチがあり、図５に示すようにそれぞれＳＷ１～５とすると
エンコード回路５７とスイッチ群２４とはスイッチＳＷ１～５と＋１５Ｖの計６箇所の接
続が必要になり、それらの接続に使用される電気ケーブルの数はそれと同数の６本となる
。
【００５２】
一方、このエンコード回路５７とＣＣＵ接続コネクタ１４とはＳＷＱ０～２の３個（３ｂ
ｉｔ）のエンコード出力とエンコード回路５７の駆動用の電源＋１５Ｖ、ＧＮＤの計５箇
所の接続が必要となり、ＣＣＵ接続コネクタ１４内の電気接点（図５ではＰ１～Ｐ５）に
電気ケーブルを介してそれぞれ接続される。そのため、それらの接続に使用される電気ケ
ーブルの数はそれと同数の５本となる。　従って、内視鏡側のＣＣＵ接続コネクタ１４及
びＣＣＵ側の内視鏡接続コネクタ受け１５におけるスイッチ群２４用の電気接点の数は５
個となる。
【００５３】
具体的な回路は示さないが、エンコード回路５７は例えば図６に示すようにＳＷ１～５の
ＯＮ／ＯＦＦ状態によりＳＷＱ０～２の信号出力パターンが得られるように回路設計が行
われている。ここで図６中の「Ｌ」と「Ｈ」はそれぞれ「ＬＯＷ」と「ＨＩＧＨ」を示す
。
【００５４】
エンコード出力の数とスイッチの関係は、エンコード出力の数をＸ個とするとスイッチの
数は２のＸ乗－１個まで増やすことができ、そのときのスイッチに必要なＣＣＵ接続コネ
クタ１４と内視鏡接続コネクタ受け１５の電気接点の数はＸ＋２（回路駆動用電源分）個
となる。
【００５５】
尚、今回ではスイッチの数を５個としたが、３個のエンコード出力（ＳＷＱ０～２）を使
っているので信号出力パターンは２の３乗の８通りあるため、スイッチの数は７個（どの
スイッチも押されない状態が１個必要なため８－１で７）まで増やすことが出来る。
【００５６】
つまり、スイッチの数が７個となっても内視鏡側のＣＣＵ接続コネクタ１４、ＣＣＵ側の
内視鏡接続コネクタ受け１５の電気接点の数は５個で済む。
また、スイッチ群２４とエンコード回路５７の間の電気的接続に使用される電気ケーブル
の数はスイッチの数をＮとするとＮ＋１個となる。従って今回のものの電気ケーブルの数
はＮ＝５であるから６本必要となる。
【００５７】
また、エンコード回路５７とＣＣＵ接続コネクタ１４の間の電気的接続に使用される電気
ケーブルの数はエンコード出力の数をＸとするとＸ＋２個となる。従って今回のものの電
気ケーブルの数はＸ＝３であるから５本必要となる。
【００５８】
一方、エンコード回路５７を設けなかった場合の内視鏡側のＣＣＵ接続コネクタ１４、Ｃ
ＣＵ側の内視鏡接続コネクタ受け１５にスイッチ群２４に必要な電気接点の数はスイッチ
の数をＮとするとＮ＋１個必要となる。
【００５９】
図７は以上の関係を整理して「エンコード回路５７の有無によるスイッチの数とＣＣＵ接
続コネクタ１４の電気接点の数」を表にしたものである。図７からスイッチ数が５個以上
となるとエンコード回路５７がある方が、ＣＣＵ接続コネクタ１４の電気接点数が少なく
て済むことがわかる。そのため内視鏡側のＣＣＵ接続コネクタ１４及びＣＣＵ４側の内視
鏡接続コネクタ受け１５を小さくすることが可能である。
【００６０】
具体的な回路は示さないがＣＣＵ４には各信号出力パターンを識別してデコードするデコ
ード回路と、対応する動作を行わせる回路が設けられており、ＳＷ１～５の任意のスイッ
チを押すと図６に示す何れかの信号出力パターンが発生し、ＣＣＵ４でそのパターンを識
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別し対応する動作を行うようになっている。
【００６１】
次に折れ止め部材３０近傍の構造を説明する。本実施の形態では把持部２０の前部側にＬ
ＣＤ（液晶ディスプレイ）３１の取付可能とするための接続装置３３を取付け、接続装置
３３及びＬＣＤ３１が把持の邪魔にならないようにすると共に、スイッチ操作等の邪魔に
もならないようにしたものである。
【００６２】
図８に示すように、軟性の挿入部６の後端には内周面をテーパ状にした口金６２が取り付
けてあり、この口金６２は挿入部固定リング６３を介し、操作部７の前端にある円筒形状
の受け部材６４に螺合で固定されている。
【００６３】
この受け部材６４の外周には図９に示すように、２箇所のピン６５で回転位置が規制され
たリング６６が被さっており、このリング６６の先端側は、図８及び図１０に示すように
外周面の例えば４箇所を切り欠いて形成した平面部６６ａが設けてある。
【００６４】
図８に示すようにリング６６は折れ止め部材３０を固定する固定部材６７に固定されてい
る。この固定部材６７はその後端内周に設けた雌ネジ部が受け部材６４の外周にある雄ネ
ジ部に螺合により固定されている。
【００６５】
また、リング６６の後端付近の外周には雄ネジ部があり、それと係合するネジ環６８が取
り付けられており、操作部７の外装部材いる。尚、この近傍は複数のＯリングが介挿され
、水密が確保された構造にしている。
【００６６】
本実施の形態ではこのネジ環６８を取り外して図１に示すように接続装置３３を取り付け
ることができる。この接続装置３３を取り付けた場合の構造を図１１及び図１２に示す。
【００６７】
接続装置３３はリング形状の接続装置本体７１と、この接続装置本体７１に嵌合し操作部
７のリング６６に螺合により固定するネジ環７２と、この接続装置本体７１に固定され、
ＬＣＤ－三脚穴接続具３２が取り付けられる取付部材７３とからなる。
【００６８】
接続装置本体７１の後端にはフランジが設けられ、このフランジに係合する係合凸部を前
端に設けたネジ環７２がその後端側の内周に設けた雌ネジでリング６６の雄ネジ部に螺合
により取り付けられる。
【００６９】
図１２に示すように接続装置本体７１の前端には２つのネジ７４により、取付部材７３が
固定されている。この取付部材７３は接続装置本体７１の横断面に対し、直交する方向（
操作部７の長手方向）に延出するように取り付けられ、その外側の面が平面となる取付面
７３ａを有する。
【００７０】
そして、この取付面７３ａには三脚穴７５が設けられ、図１に示したようにＬＣＤ－三脚
穴接続具３２を介してＬＣＤ３１を接続することができる。
また、図１２に示すように接続装置本体７１の前端には周方向の例えば３箇所にネジ７０
が設けられ、リング６６の平面部６６ａに固定することができるようにしている。
【００７１】
従って、接続装置３３を接続するには図８のネジ環６８を回しネジ部の係合を外す。次に
接続装置３３を挿入部６、折れ止め部材３０に通し、リング６６の平面部６６ａと接続装
置３３の平面部の回転位置を合わせる。図示の例では平面部６６ａが９０°づつずれて４
箇所あるため、操作部７に対し回転位置を９０°づつずらすことが可能である。
【００７２】
ＬＣＤ３１を上に持ってきたい場合は三脚穴７５が上にくるように合わせ、次にネジ環７
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２を回し、リング６６の外周の雄ネジ部とネジ環７２の後端内周の雌ネジ部を係合させ接
続装置３３を操作部７に固定する。
【００７３】
両端に三脚ネジを持つＬＣＤ－三脚穴接続具３２を三脚穴７５を取り付け、もう一方の三
脚ネジをＬＣＤ３１に取り付けることにより、図１のように設定できる。
【００７４】
ＬＣＤ３１、接続装置３３が把持部２０と折れ止め部材３０の間（つまり、把持部２０よ
り挿入部６側）にあるため、把持した手にそれらが干渉しないようにできると共に、湾曲
操作や各種のスイッチ操作が可能となる。
【００７５】
尚、当然のことながら接続装置３３はＬＣＤ３１を接続するばかりではなく、三脚に固定
することが可能である。そうした場合、操作部７を把持しないでも観察することが可能と
なる。
【００７６】
三脚に固定する場合、湾曲操作や各種スイッチ操作が行い易い回転位置になるように、接
続装置３３を取り付けることは言うまでもない。
また、操作部７の後端（上部）に設けたマイク取付部３４の具体的な構造を図１３に示す
。
【００７７】
モールド等でできた操作部７の外装を構成し、モールド等で形成された外装部材４３の上
面部分に設けた開口には２枚の固定板８２，８３がビス８１等で取り付けられている。そ
の上にはモールド等でできたマイクカバー部材８４が配置され、その内側の凹部にマイク
８５がゴム等でできた防振部材８６に囲まれた状態で固定されている。このマイク８５の
上方には複数の通気孔８７があり、音声を拾うようになっている。
【００７８】
マイク８５の下方にはマイク押さえ部材８８が配置され、さらにその下にはマイクカバー
固定部材８９が配置され、このマイクカバー固定部材８９をビス９０でマイクカバー８４
に固定することによって、マイク８５、防振部材８６を固定している。
【００７９】
マイク８５には電気ケーブル９１が接続され、ＣＣＵ接続コネクタ１４の電気接点に接続
されている。そして、このＣＣＵ接続コネクタ１４が接続される内視鏡接続コネクタ受け
１５を介してＣＣＵ４はマイク８５で発生した音声信号を受け取り、このＣＣＵ４の裏面
の端子に伝送する。
【００８０】
また、このマイクカバー８４の内側にはＯリング９２、９３が適宜使われ水密性を確保し
ながら、固定板８２の下方からボルト等でマイクカバー固定部材８９が接続されている。
マイク８５は防滴構造になっており、マイク８５と防振部材８６、防振部材８６とマイク
カバー部材８４は水密接着されている。以上のようにしてマイク８５近傍の防滴性が確保
されている。
【００８１】
マイク８５で拾った音声は電気ケーブル９１を通ってＣＣＵ４に至り、図示しない裏面の
端子にビデオテープレコーダ等の装置が接続されていれば、記録している映像に音声をメ
モとしてタイムリ且つ簡単に同時記録することができるようにしている。
【００８２】
上述したように本実施の形態によれば、湾曲ノブ２１は挿入部６の中心軸２５より操作部
７の把持部２０を把持したときの手の平と反対側に対応する位置に配置し、且つスイッチ
群２４の中心は挿入部６の中心軸２５より把持部２０を把持したときの手の平側の側面側
に対応する位置に配置しているので、把持部２０を自然に把持した状態では図２（Ｂ）の
２点鎖線で示すように湾曲ノブ２１とスイッチ群２４との間に親指２８ａを置くスペース
を確保し、この状態から親指２８ａを右側に移動すると中指とで湾曲ノブ２１を回動する
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ことにより湾曲操作でき、左側に移動してスイッチ群２４の位置まで移動すると所望とす
るスイッチの操作を行うことができるようにして、把持した片手で湾曲操作及びスイッチ
操作を簡単に操作可能にすると共に、湾曲ノブ２１から親指２８ａを離してもスイッチ群
２４のスイッチの誤作動させてしまうことを確実に防止できる。
【００８３】
なお、第１の実施の形態では湾曲操作により、湾曲ノブ２１を回動させることにより、湾
曲用ワイヤを牽引／弛緩させて湾曲部１７を手動で駆動するメカニカル駆動方式であるの
で、湾曲ノブ２１に親指２８ａが自然状態で届く位置となっても良い。つまり、湾曲ノブ
２１に親指２８ａが自然状態で届いていても、人差し指とで回動させる操作力量を加えな
い限り湾曲させてしまい虞を回避できるからである（後述するように湾曲部１７を電気的
に駆動させる駆動装置を採用し、湾曲操作を単なるスイッチのＯＮ／ＯＦＦにした場合に
は親指２８ａが自然状態では届かない位置に設定することにより誤作動を防止できる）。
【００８４】
なお、第１の実施の形態ではエンコード回路５７を総合コネクタ９に設けているが、その
変形例として図１の２点鎖線の符号５７′で示すように操作部７内に設けるようにしても
良い。
【００８５】
この場合の動作は第１の実施の形態と同じとなる。
第１の実施の形態ではユニバーサルケーブル８を通るスイッチ関係の電気ケーブルはスイ
ッチ群２４からエンコード回路５７の間のものであるのに対し、本変形例ではユニバーサ
ルケーブル８を通るスイッチ関係の電気ケーブルはエンコード回路５７′からＣＣＵ接続
コネクタ１４に接続されるものとなる。今回示したものではその本数は第１の実施の形態
における６本から５本に削減できる。
【００８６】
以上のように、操作部７内にエンコード回路５７′を設けることでユニバーサルケーブル
８内を通す電気ケーブルの本数を減らすことが可能である。一般的にユニバーサルケーブ
ル８は操作性を考えると柔軟な方が良い。電気ケーブルの本数を減らすことが可能なため
、ユニバーサルケーブル８を細くして柔軟にすることが可能となり、その結果操作性を向
上させることができるという効果を有する。
【００８７】
なお、本実施の形態では術者は左の手２７で把持部２０を把持してその手の親指２８ａで
スイッチ群２４を操作し易いように湾曲ノブ２１及びスイッチ群２４を配置したが、右の
手で把持して操作する術者のために、図２におけるスイッチ群２４が設けられた左側面の
反対側の右側面で、同じ位置にスイッチ群２４を設ける（図２で実線のスイッチ群２４を
破線にした位置）ようにしていも良い。
【００８８】
また、本実施の形態では親指２８ａを操作指としてスイッチ群２４を操作するタイプにつ
いて説明したが、人差し指で操作する場合には操作部７における図２のスイッチ群２４の
反対側の右側面に設けるようにしても良い。
【００８９】
（第２の実施の形態）
図１４は本発明の第２の実施の形態の内視鏡２Ｂにおける操作部７周辺を示す。本実施の
形態では図１４に示すように第１の実施の形態と同じスイッチ群２４が湾曲ノブ２１側か
ら見た場合の操作部７の左の側面に設けられている他に、この操作部７の右の側面にもス
イッチ群２４と同じ構造のスイッチ群２４′が設けてある。
【００９０】
つまり、操作部７は挿入部６の中心軸２５に対して左右対称形であり、かつ左右対称な位
置に２組の同じスイッチ群２４、２４′が設けてある。
従って、本実施の形態では例えばスイッチ群２４を正面となるように左側面側から見た場
合には第１の実施の形態と同じ位置に一方のスイッチ群２４が位置し、その場合の裏面と
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なる右側面には他方のスイッチ群２４′が位置することになる。
【００９１】
その他の構成は第１の実施の形態と同様の構成であり、同じ部材には同じ符号を付けてそ
の説明を省略する。
この様な構成にすることにより、左右どちらの手で把持しても片手操作で第１の実施の形
態と同様の操作を行うことができるし、スイッチの誤作動なども防止できる。
【００９２】
（第３の実施の形態）
図１５は本発明の第３の実施の形態の内視鏡２Ｃにおける操作部７の周辺を示す。本実施
の形態ではスイッチ群２４の配置は第１の実施の形態と同じであり、電気的に湾曲部１７
を駆動する電動式湾曲駆動装置を採用している。
【００９３】
従って、メカニカルに湾曲駆動操作する湾曲ノブ２１の代わりに円板状の湾曲スイッチ群
１０１が操作部７の側面に設けてある。また、操作部７内には図示しないモータ等の湾曲
用ワイヤを電気的に駆動する動力装置を備え、湾曲スイッチ群１０１は上下左右の４方向
の湾曲操作を行う４種のスイッチと湾曲の固定・解除を行うスイッチとが円環の周方向及
び円環の中央に配置されて群となったものである。
【００９４】
本実施の形態では円環の上側部分（図面表記はＵ）には湾曲方向、円環部分の下側には湾
曲下方向、円環部分の左側（図面表記はＬ）には湾曲左方向、円環部分の右側（図面表記
はＲ）には湾曲右方向、円環の中央には湾曲の固定（図面表記はＦ）の各スイッチが設け
られている。
【００９５】
図１５に示すようにスイッチ群２４を正面に見た左側面図では挿入部６の中心軸２５に対
し、その左側にはスイッチ群２４、右側には湾曲スイッチ群１０１が配置されている。
【００９６】
換言すると、中心軸２５を挟んでスイッチ群２４の反対側（正面側或いは図１５で中心軸
２５の右側）に湾曲スイッチ群１０１が配置されている。また、湾曲スイッチ群１０１の
中心を通る中心軸１０２は挿入部６の中心軸２５と直交し、かつスイッチ群２４の中心よ
り挿入部６側（図１５では下側）にある。
【００９７】
湾曲を操作するときは親指２８ａを湾曲スイッチ群１０１の適宜位置に移動して行い、ス
イッチ操作をするときは親指２８ａをスイッチ群２４側に移動して操作しようとするスイ
ッチを押圧する。
【００９８】
このように本実施の形態では把持部２０を手で把持した場合、その手の親指の自然状態で
位置する中心軸２５付近を避けてその両側にスイッチ群２４及び湾曲スイッチ群１０１を
配置（勿論親指が届く範囲内）し、把持した片手でいずれのスイッチも操作可能にすると
共に、自然状態ではいずれのスイッチに触れてしまうことがなく、誤作動させないように
している。
なお、湾曲スイッチ群１０１の構造は例えばスイッチ群２４と同じ構造にしても良い。
【００９９】
また、本実施の形態では図１６に示すように操作部７の外装部材４３で囲まれた内側には
湾曲操作及び湾曲駆動等に必要な種々の部品を取り付けるための取付板１１２を配置して
いる。この場合、以下に説明するように操作部７内の電気基板の短絡等を防止して電気基
板を取り付ける構造にしている。
【０１００】
図１７に示すように取付板１１２の一方には湾曲操作用に必要な複数の湾曲用ワイヤ１２
４が通っており、取付板１１２を挟んで反対側の上面に電気絶縁性のある足１１３を介し
、隙間をあけてエンコード回路等の電気基板１１４がビス１１５を使って固定されている
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。
【０１０１】
電気基板１１４から複数の電気ケーブル１１６が出ている。また、電気基板１１４には電
気ケーブル束やフレキシブル基板と電気的接続、取り外しを容易にするためのコネクタ１
１７が設けてある。
【０１０２】
複数の電気ケーブルをシート状の束にしたケーブル束１１８の一端はスイッチ群２４のフ
レキシブル基板と電気的に接続され、操作部７で適宜折り畳まれており、もう一方の端が
コネクタ１１７に電気的に接続されている。
尚、ケーブル束１１８を使わないで、フレキシブル基板が適宜折り畳まれ、直接接続され
ていても良い。
【０１０３】
ライトガイド１１９や撮像手段を形成するＣＣＤからの信号ケーブル１２０は湾曲用ワイ
ヤ１２４の移動が引っかかることがないように取付板１１２を挟んで湾曲用ワイヤ１２４
と反対側、つまり電気基板１１４が取り付けた側を通っている。
【０１０４】
ＣＣＤからの信号ケーブル１２０は電気ノイズの影響を受けないようにするために導電性
のあるシールドが被覆されている。図１８に示すような電気絶縁シート１２１を点線で示
す部分で「コの字状」に折曲げ、取付板１１２にビス１２２を使って固定されている。ラ
イトガイド１１９やＣＣＤからの信号ケーブル１２０は電気絶縁シート１２１で移動可能
な位置が規制され、電気基板１１４上に移動しない規制手段が形成されるようになってい
る。
【０１０５】
図１８に示すように電気絶縁シート１２１には切り欠き１２３が設けてあり、図１６に示
すようにケーブル束１１８はその部分を通ってコネクタ１１７に接続されている。
【０１０６】
本実施の形態では湾曲駆動を行うのにモータ等の電気的駆動装置を使用しているため、余
り大きな力量で操作を行う必要がない効果がある。また、把持した手の自然状態の親指が
位置する付近の右側に湾曲スイッチ群１０１を配置しているので、誤って湾曲スイッチを
作動させてしまうことを防止できる。その他は第１の実施の形態と同様の効果がある。
【０１０７】
なお、上記実施の形態では電気絶縁シート１２１による規制手段を操作部７内に設けてラ
イトガイド１１９、信号ケーブル１２０が電気基板１１４上に移動しないようにして、電
気基板１１４に実装された部品や、パターンを損傷させること等を防止しているが、電気
基板が操作部７以外の内視鏡内（例えば図１の総合コネクタ９、ＣＣＵ接続コネクタ１４
）に設けられた場合にも適用できる。
【０１０８】
なお、図１４に示す第２の実施の形態と同様に、正面から見て挿入部６の中心軸２５に関
し左右対称となるようにスイッチ群２４、２４′と湾曲スイッチ群１０１、１０１′を２
組づつ設けるようにしても良い。このようにすると、湾曲駆動を電気的に行う構造にした
場合の湾曲操作装置となる湾曲スイッチ群１０１、１０１′の操作を左右の手のいずれで
把持して操作する場合にも、良好な湾曲操作を軽い湾曲操作で行うことができる。勿論、
スイッチ操作も左右の手のいずれで把持した場合にも良好な操作ができる。
【０１０９】
図１４に示す第２の実施の形態と同様に、正面から見て挿入部６の中心軸２５と対称とな
るようにスイッチ群２４、２４′の他に湾曲スイッチ群１０１、１０１′を２組づつ設け
るようにしても良い。このようにすると、湾曲駆動を電気的に行う構造にした場合の湾曲
操作装置となる湾曲スイッチ群の操作を左右の手のいずれで把持して操作する場合にも、
良好な湾曲操作を軽い湾曲操作で行うことができる。
【０１１０】
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尚、電気絶縁シートは折曲げ可能な部材であったが、電気絶縁性のあるものであればどん
なものでも良い。また、今回は電気基板が操作部内にある場合について記載したが、ＣＣ
Ｕコネクタ内にあっても同様である。
【０１１１】
なお、本発明は撮像手段を内蔵しないで、光学像を伝送するイメージガイドを備えた内視
鏡の場合にも適用できる。
なお、上述した実施の形態等を部分的等で組み合わせて構成される実施の形態等も本発明
に属する。
【０１１２】
［付記］
１．操作部に湾曲操作を行う湾曲操作装置と複数のスイッチを寄せて群としたスイッチ群
とを有する内視鏡において、
湾曲操作装置は挿入部の中心軸より操作部を把持したときの手の平と反対側に対応する位
置に配置し、且つスイッチ群の中心は挿入部の中心軸より操作部を把持したときの手の平
側の側面側に対応する位置に配置したことを特徴とする内視鏡。
（付記１の効果）
湾曲操作や各種のスイッチ操作を含めた片手操作が行い易く、且つ湾曲ノブから親指を離
しても、誤ってスイッチに触れて誤作動することがない。
【０１１３】
２．挿入部の中心軸と直交する湾曲操作装置の中心軸が、挿入部の中心軸と直交するスイ
ッチ群の中心より挿入部側にあることを特徴とする付記１記載の内視鏡。
【０１１４】
３．操作部にスイッチを設けた内視鏡において、
前記スイッチを操作する操作面の周りに、その操作面より高い壁部を設けた内視鏡。
（付記３の背景）
特開昭６３－２８０２１３号公報では操作部の面より出っ張ったスイッチが取り付けられ
ている。この場合、スイッチは押し易いが、逆に誤って押して誤作動させるという問題が
あった。
【０１１５】
（付記３の目的）
スイッチが押し易く、且つ誤ってスイッチを押してしまい誤作動することがないスイッチ
を有する内視鏡の提供。この目的を達成するために付記３の構成にした。
（付記３の効果）
スイッチが押し易く、且つ誤ってスイッチを押してしまい誤作動することがない。
【０１１６】
４．複数のスイッチと周辺装置に接続する周辺装置接続コネクタの間に電気的に接続され
たエンコード回路を設け、前記エンコード回路は各スイッチの出力をエンコードして対応
する信号パターンを出力し、周辺装置は各信号出力パターンを識別し、作動させる回路を
有する内視鏡装置。
【０１１７】
（付記４の背景）
ＣＣＵ（カメラコントロールユニット）や画像処理装置等の周辺装置にあるスイッチを操
作部にも設けると操作性が向上する。しかし、その場合、内視鏡とＣＣＵ等の周辺装置を
電気的に接続する内視鏡側、周辺装置側何れのコネクタも電気接点（ピン）の数が多くな
り、大きくなってしまうという問題があった。
【０１１８】
（付記４の目的）
内視鏡側のスイッチを増やしても、周辺装置接続コネクタの電気接点（ピン）の数を余り
増やさず、内視鏡側、周辺装置側のコネクタがあまり大きくならない内視鏡装置の提供。
この目的を達成するために付記４の構成にした。
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（付記４の効果）
内視鏡側のスイッチを増やしても、周辺装置接続コネクタの電気接点（ピン）の数を余り
増やさず、内視鏡側、周辺装置側のコネクタがあまり大きくならないようにできる。
【０１１９】
５．　操作部における把持部より挿入部側の位置にＬＣＤを固定する接続装置を取り付け
可能とする取付部を設けた内視鏡。
（付記５の背景）
ＴＶモニタを使って検査する場合、ＬＣＤを操作部に付けて検査すると検査装置が小型化
して、運搬や設置が容易になる。特開平７－０３１５８０号公報では操作部にＬＣＤの保
持部を設け、ＬＣＤが着脱可能なものが開示されている。
しかし、取り付けた接続部やＬＣＤが邪魔になって操作部を把持できないため、片手で操
作部を把持した状態で湾曲操作や各種スイッチの操作がし難いという問題があった。
【０１２０】
（付記５の目的）
操作部にＬＣＤを取り付けても操作部を把持でき、把持した手で湾曲操作や各種のスイッ
チ操作がＬＣＤが邪魔になることなく行える内視鏡の提供。この目的を達成するために付
記５の構成にした。
（付記５の効果）
操作部にＬＣＤを取り付けても操作部を把持でき、把持した手で湾曲操作や各種のスイッ
チ操作がＬＣＤが邪魔になることなく行える。
【０１２１】
６．　撮像手段を備えた内視鏡において、
操作部や総合コネクタや周辺装置接続コネクタ内にある電気基板の近傍に電気絶縁部材を
設け、前記電気絶縁部材により信号ケーブルが電気基板上に移動しないように規制する規
制手段を設けた内視鏡。
（付記６の背景）
撮像手段を内蔵した内視鏡の操作部や総合コネクタやＣＣＵ等の周辺装置に接続するＣＣ
Ｕ接続コネクタ（周辺装置接続コネクタ）内にはＣＣＤから出た信号ケーブルが通ってい
る。その信号ケーブルには電気ノイズの影響を受けないようにするため電気シールドが被
覆されている。
操作部や総合コネクタやＣＣＵ接続コネクタ内に電気基板を設けた場合、振動で信号ケー
ブルが移動して電気基板の活電部に触れ、電気シールドを介し、短絡して誤動作や電気基
板やその他の破壊を招くという問題があった。
【０１２２】
（付記６の目的）
操作部や総合コネクタやＣＣＵ接続コネクタ内に電気基板を設けた場合、振動で信号ケー
ブルが移動して電気基板の活電部に触れ、電気シールドを介し、短絡して誤動作や電気基
板やその他の破壊を招くことがない内視鏡の提供。この目的を達成するために付記６の構
成にした。
（付記６の効果）
操作部や総合コネクタや周辺装置接続コネクタ内に電気基板を設けた場合、振動で信号ケ
ーブルが移動して電気基板の活電部に触れ、信号ケーブルを被覆する電気シールドを介し
、短絡して誤動作や電気基板やその他の破壊を招くことを防止できる。
【０１２３】
７．挿入部の後端の操作部にマイクを設けた内視鏡において、
マイクの周りを防振材で囲み、固定したことを特徴とする内視鏡。
（付記７の背景）
音声を入力しながら内視鏡検査をするとき、マイクを操作部に設けると非常に便利であり
、特開平６－１７８７５６では内視鏡の操作部にマイクを設けたものが示されている。し
かし、操作部をぶつけて発生するノイズや湾曲操作を行ったりして発生するノイズ等を拾
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ったりするという問題があった。
【０１２４】
（付記７の目的）
このため、操作部に設けたマイクがノイズを拾わないようにできる内視鏡の提供。この目
的を達成するために付記７の構成にして、防振材によりマイクがノイズを拾わないように
した。
（付記７の効果）
操作部をぶつけて発生するノイズや湾曲操作を行ったりして発生するノイズ等を防振材で
吸収し、マイクがノイズとして拾うことを解消できる。
【０１２５】
【発明の効果】
　

効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた内視鏡装置の全体構成図。
【図２】第１の実施の形態の内視鏡の操作部付近を把持部を把持して湾曲ノブを操作する
状態とスイッチ群を操作する状態を示す側面図。
【図３】操作部における湾曲ノブとスイッチ群周辺を拡大して示す側面図。
【図４】スイッチ群の内部構造を示す断面図。
【図５】スイッチ群の出力をエンコード回路でエンコードしてＣＣＵ接続コネクタに伝送
する構成を示す図。
【図６】エンコード回路でスイッチ群の出力をエンコードする具体例を示す図。
【図７】エンコード回路の有無によりスイッチの数に対する接点数等の関係を示す図。
【図８】操作部における折れ止め部材近傍の構造を示す断面図。
【図９】図８のＡ－Ａ線断面図。
【図１０】図８のＢ－Ｂ線断面図。
【図１１】図８において、接続装置を取り付けた構造を示す断面図。
【図１２】図１１のＣ－Ｃ線断面図。
【図１３】操作部上部のマイク取付部近傍の構造を示す断面図。
【図１４】本発明の第２の実施の形態の内視鏡の操作部付近を示す正面図。
【図１５】本発明の第３の実施の形態の内視鏡の操作部付近を示す正面図。
【図１６】操作部内に配置された湾曲操作の制御回路等を取り付けた取付板付近を示す平
面図。
【図１７】図１６の側方から見た場合にその下側に湾曲用ワイヤが配置される様子を示す
図。
【図１８】折り曲げる前の電気絶縁シートを示す展開図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…内視鏡
３…光源装置
４…ＣＣＵ
５…カラーモニタ
６…挿入部
７…操作部
８…ユニバーサルケーブル
９…総合コネクタ
１３…ＣＣＵ接続ケーブル
１４…ＣＣＵ接続コネクタ
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以上説明したように本発明によれば、操作部を把持して親指を動かさない状態では、親
指が親指載置スペースに位置していてスイッチ群の各スイッチ、及び湾曲操作装置に触れ
ることがないので、誤操作を防止でき、また前記親指を移動させることによって前記スイ
ッチ及び湾曲操作装置を操作できるので操作性が良好であるといった



２０…把持部
２１…湾曲ノブ
２２…円環状スイッチ部
２３…中央スイッチ
２４…スイッチ群
２５、２６…中心軸
２７…手
２８ａ…親指
３０…折れ止め部材
３４…マイク取付部
４１…仕切
４２…突起
５７…エンコード回路
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(18) JP 3793311 B2 2006.7.5



【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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